
 

 
 

 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 

利根川下流域の減災に係る取組方針 

(案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月３０日 

 
 

利根川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会 

龍ケ崎市、取手市、潮来市、稲敷市、神栖市、河内町、利根町、銚子市、成田市、佐倉市、柏市、

八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、白井市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、東庄町、 

利根川水系県南水防事務組合、稲敷地方広域市町村圏事務組合、印旛利根川水防事務組合、 

千葉県長沼水害予防組合、茨城県、千葉県、独立行政法人水資源機構、気象庁、国土交通省関東地

方整備局 
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